
　
　
　

　
平
成
18
年
4
月
の
介
護
保
険
法
改
正

に
あ
わ
せ「
小
規
模
多
機
能
居
宅
介
護
」

が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
そ
の
事

業
イ
メ
ー
ジ
と
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
想

定
が
し
に
く
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
平

成
18
年
に
は
事
業
所
数
は
わ
ず
か
１
８ 

７
事
業
所
で
し
た
。
そ
の
後
事
業
所
数

は
増
加
し
、
令
和
５
年
に
は
５
５
２
３

事
業
所
に
ま
で
増
え
て
い
ま
す
。
現
在

の
事
業
所
数
は
過
去
５
年
に
遡
る
と
、

令
和
３
年
の
５
６
１
４
事
業
所
を
ピ
ー

ク
に
し
て
微
増
減
の
最
中
に
い
ま
す
。

　
今
回
は
小
規
模
多
機
能
居
宅
介
護
の

利
用
者
視
点
か
ら
み
る
特
徴
と
、
事
業

特
性
か
ら
の
経
営
課
題
を
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
小
規
模
多
機
能
居

宅
介
護
の
事
業
構
造
と
し
て
は
、
従
来

か
ら
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
あ
っ
た

「
訪
問
介
護
」、「
通
所
介
護
」、「
短
期

入
所
」
の
サ
ー
ビ
ス
を
住
み
慣
れ
た
地

域
で
包
括
的
に
提
供
し
て
い
く
と
い
う

形
式
に
よ
り
、
在
宅
で
の
生
活
が
継
続

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
に
創
設
さ

れ
た
サ
ー
ビ
ス
形
態
で
す
。
利
用
者
は

中
重
度
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

　
一
見
、
在
宅
介
護
に
お
け
る
理
想
的

な
事
業
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
デ
メ
リ
ッ

ト
と
し
て
は
利
用
者
か
ら
す
る
と
複
数

事
業
所
の
組
み
合
わ
せ
サ
ー
ビ
ス
は
成

立
し
な
い
こ
と
や
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
が
変
更
に
な
り
、
慣
れ
た
担
当
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
の
変
更
が
発
生
す
る

こ
と
、
事
業
所
か
ら
す
る
と
包
括
的
な

サ
ー
ビ
ス
提
供
を
求
め
ら
れ
る
た
め
、

介
護
に
投
下
す
る
労
働
量
が
報
酬
に
見

あ
わ
な
い
可
能
性
な
ど
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
実
際
、
在
宅
生
活
に
お
い
て
介

護
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
訪
問
介
護
の
み
、
通
所
介
護
の
み
、

あ
る
い
は
組
み
あ
わ
せ
て
1
週
間
の
う

ち
数
日
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

ケ
ア
プ
ラ
ン
が
多
く
、
小
規
模
多
機
能

居
宅
介
護
の
利
用
は
、
そ
こ
か
ら
少
し

介
護
量
が
増
加
し
た
と
き
に
検
討
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
そ
の
た
め
、
要
介
護
1
、
2
で
も
介

護
量
が
区
分
支
給
限
度
額
を
上
回
り
そ

う
な
利
用
者
、
あ
る
い
は
要
支
援
1
、

2
で
あ
っ
て
も
社
会
生
活
上
、
手
厚
い

関
わ
り
を
要
す
る
利
用
者
も
、
小
規
模

多
機
能
居
宅
介
護
の
対
象
利
用
者
と
し

て
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
か
ら
紹
介
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合

に
は
事
業
所
内
の
介
護
量
が
増
え
て
い

く
た
め
、
結
果
的
に
経
営
を
圧
迫
し
て

い
き
ま
す
。

　
令
和
7
年
度
厚
生
労
働
省
介
護
事
業

経
営
概
況
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
令
和

5
年
度
決
算
で
は
経
常
増
減
差
率
5
・

2
％
か
ら
令
和
6
年
度
に
は
6
・
0
％

と
上
昇
し
て
い
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、

定
員
規
模
別
で
の
経
常
増
減
差
率
は
違

い
が
顕
著
に
出
て
お
り
、
定
員
20
人
以

下
で
は
マ
イ
ナ
ス
０
・
８
％
、
一
方
26

人
以
上
で
は
10
・
５
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
費
用
の
う
ち
人
件
費
率

が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
人
件
費

率
は
20
人
以
下
で
は
72
・
6
％
で
あ
る

の
に
対
し
、
26
人
以
上
で
は
62
・
4
％

ま
で
下
が
っ
て
い
ま
す
。
包
括
報
酬
で

あ
る
小
規
模
多
機
能
居
宅
介
護
は
介
護

度
が
上
が
れ
ば
報
酬
は
増
え
、
下
が
れ

ば
報
酬
が
下
が
り
ま
す（
要
支
援
２（
同

一
建
物
外
）
６
９
７
２
単
位
、
要
介
護

５
（
同
一
建
物
外
）
２
万
７
２
０
９
単

位
）。
つ
ま
り
、
軽
介
護
度
者
の
報
酬

単
価
の
低
さ
が
、
少
人
数
だ
と
経
営
上

大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
な
っ
て
影
響
す

る
と
い
え
ま
す
。

　
こ
こ
で
必
要
な
視
点
と
な
る
の
が
、

「
報
酬
と
労
働
量
の
連
動
」
と
い
う
視

点
で
す
。
包
括
報
酬
で
あ
る
事
業
は
、

利
用
者
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
な

分
提
供
す
る
こ
と
が
最
大
の
目
的
で

す
。
報
酬
が
そ
れ
相
当
に
大
き
く
設
定

さ
れ
て
い
れ
ば
問
題
に
な
り
ま
せ
ん

が
、
介
護
報
酬
は
そ
の
よ
う
に
設
計
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
事
業
内
で
管
理
す
る

最
も
簡
便
な
方
法
は
、
利
用
者
人
数
と

職
員
配
置
人
員
の
バ
ラ
ン
ス
（
事
業
所
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ご
と
に
固
定
費
が
異
な
る
た
め
事
業
所

ご
と
に
違
い
が
あ
り
ま
す
）、
平
均
介

護
度
の
管
理
を
月
次
で
管
理
す
る
こ
と

で
す
が
、
過
去
の
実
績
管
理
だ
け
で
は

な
く
、
将
来
6

カ
月
程
度
の
見

込
み
も
あ
わ
せ

て
管
理
し
て
い

く
こ
と
で
す
。

小
規
模
多
機
能

居
宅
介
護
の
利

用
者
は
生
活
に

お
け
る
包
括
的

な
介
護
の
必
要

性
の
高
ま
り
か

ら
サ
ー
ビ
ス
利

用
に
至
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
が
多

く
、
結
果
と
し

て
長
期
的
に
利

用
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
過

去
の
結
果
を
み

て
か
ら
動
き
を

取
る
の
で
は
経

営
上
の
対
応
に

遅
れ
が
生
じ
る

の
で
す
。
職
員

の
動
き
と
し
て

は
、利
用
中
止
、

新
規
受
け
入
れ

の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
介
護
度
の
高
い
利
用
者
の
ご
案
内
を

す
る
、
ま
た
は
労
働
量
の
調
整
を
し
て

人
件
費
を
抑
制
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
、
職
員
全
員
が
日
常
業
務
と
あ
わ
せ

て
管
理
で
き
て
い
る
、
ま
た
は
理
解
し

て
い
る
状
態
が
理
想
で
す
。
そ
の
う
え

で
超
過
勤
務
の
管
理
や
、
人
手
に
余
裕

が
あ
る
場
合
に
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
、
居
宅
介
護
事
業
所
、

病
院
、
介
護
老
人
保
健
施
設

な
ど
へ
の
営
業
も
強
化
し
て

い
き
ま
す
。
な
お
、
在
宅
復

帰
率
が
指
標
に
な
る
施
設

は
、
小
規
模
多
機
能
居
宅
介

護
と
の
親
和
性
が
高
い
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

　
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
効
率

化
の
キ
ー
マ
ン
と
な
る
職
種

は
、介
護
支
援
専
門
員
で
す
。

介
護
支
援
専
門
員
は
利
用
者

の
生
活
を
最
優
先
に
ケ
ア
プ

ラ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
同
時
に
事

業
所
全
体
の
職
員
の
動
き
の

最
適
化
を
考
え
た
う
え
で
、

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
微
調
整
を
図

り
、
利
用
者
へ
説
明
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
職
員
の
移
動
時
間
の
短
縮

を
図
り
生
産
性
を
あ
げ
て
い

く
た
め
に
は
、
Ａ
さ
ん
の
訪

問
時
間
を
１
時
間
ず
ら
す
こ

と
に
よ
り
、
新
規
利
用
の
Ｂ

さ
ん
の
訪
問
に
つ
な
が
り
、
結
果
と
し

て
移
動
時
間
の
短
縮
が
生
じ
、
生
産
性

向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
な
ど
の
細
か

な
調
整
を
図
る
な
ど
で
す
。
ま
た
、
泊

り
の
回
数
の
調
整
を
行
い
、
限
り
あ
る

設
備
を
最
大
限
有
効
活
用
す
る
こ
と
も

重
要
な
調
整
の
一
つ
で
す
。
連
続
し
て

泊
り
を
利
用
さ
れ
る
利
用
者
が
い
る
た

め
、
新
規
の
泊
り
希
望
の
利
用
者
は
受

け
入
れ
を
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
、
と
い

っ
た
こ
と
は
、
中
重
度
利
用
者
を
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
た

め
、
避
け
て
い
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
ま
た
、
新
設
の
加
算
の
取
得
も
急

ぎ
体
制
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し

い
で
し
ょ
う
。
各
事
業
所
の
加
算
の
算

定
率
が
上
昇
す
る
と
、
基
本
報
酬
に
含

ま
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
と

く
に
令
和
6
年
度
介
護
報
酬
改
定
で
新

設
さ
れ
た
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強

化
加
算
Ⅰ
（
図
参
照
）
の
算
定
は
、
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
姿
勢
の
徹

底
に
つ
な
が
る
要
件
で
も
あ
り
、
事
業

所
の
地
域
に
根
差
す
活
動
が
問
わ
れ
て

い
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
要
件
の

な
か
に
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
サ
ー
ビ
ス

の
活
用
が
う
た
わ
れ
て
お
り
、
職
員
の

関
わ
り
だ
け
で
は
な
い
利
用
者
支
援
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
65
％
超

の
事
業
所
が
算
定
し
て
い
ま
す
。
算
定

に
至
っ
て
い
な
い
事
業
所
に
お
い
て
は

積
極
的
に
算
定
し
て
い
く
こ
と
を
推
奨

し
ま
す
。

利
用
者
か
ら
み
る

使
い
勝
手
の
良
さ
と
経
営
課
題

事
業
所
職
員
の
経
営
的
視
点

介
護
支
援
専
門
員
の

調
整
能
力
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算定要件（（４）～（10）は新設）

算定要件等

（※）定期巡回・随時対応型訪問介護看については、「障害福祉サービス事業所、児童施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】

加算（Ⅰ）：1200単位
（新設）

定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護

看護小規模
多機能型
居宅介護

小規模
多機能型
居宅介護

事業所の
特性に応じて 
１つ以上実施

（1）個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護
職員（計画作成責任者）や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること

（２）利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、
利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること

（３）地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具
体的な内容に関する情報提供を行っていること

（４）日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること

（５）必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）が包
括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

（６）地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行って
いること

（７）障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点と
なっていること（※）

（８）地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

（９）市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加してい
ること

（10）地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること

○

○

○

○

加算（Ⅱ）：800単位
（現行の1,000単位から見直し）

定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護

看護小規模
多機能型
居宅介護

小規模
多機能型
居宅介護

○

○

事業所の
特性に応じて 
１つ以上実施

○

○

○

○

○

○

○

○

事業所の
特性に応じて 
１つ以上実施

○

○

○

○

○

○

総合マネジメント体制強化加算の見直し図

（出所　厚生労働省令和6年介護報酬改定における改定事項について）


